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１【提出理由】

　当社は、平成30年１月15日開催の取締役会において、当社を存続会社として、当社の完全子会社である株式会社

BLOOMを消滅会社とする吸収合併（以下、本合併という。）を行うことを決議するとともに、同日付で合併契約書を締

結いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号の3

の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

２【報告内容】

（１）当該吸収合併の相手会社についての事項

①　商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号 株式会社BLOOM

本店の所在地 東京都港区虎ノ門四丁目3番13号

代表者の氏名 代表取締役社長　 平野和良

資本金の額           10百万円　　　　　　（平成29年3月31日現在）

純資産の額          203百万円         　（平成29年3月31日現在）

総資産の額        1,481百万円           （平成29年3月31日現在）

事業の内容 アクセサリーの販売等

 

②　直近３年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益

（単位：百万円）

 平成27年2月期 平成28年2月期 平成29年3月期

売上高 3,878 3,599 3,158

営業損失（△） △300 △226 △238

経常損失（△） △306 △238 △254

当期純損失（△) △340 △357 △292

注）株式会社BLOOMは、平成29年３月期において、決算日を２月28日から３月31日に変更しており、平成29年３月期の業

績につましては、平成28年３月１日から平成29年３月31日までの13ヶ月間の実績であります。

 

③　大株主の名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合

大株主の名称 As-meエステール株式会社

発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合 100%

 

④　提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

資本関係 当社は株式会社BLOOMの発行済株式の100%を保有しております。

人的関係
当社の取締役3名が株式会社BLOOMの代表取締役及び取締役を兼務しております。また、当

社の監査役１名が株式会社BLOOMの監査役を兼務しております。

取引関係
当社は株式会社BLOOMにアクセサリーの販売をしております。また、当社は株式会社BLOOM

に対し資金援助を行っております。

 

（２）当該吸収合併の目的

　当社は、平成25年5月に株式会社BLOOMの株式取得後、商品仕入れの共通化、シェアードサービスの提供等を通じて、

同社を支援してまいりましたが、今般、商品企画及び販売面において、当社の展開するブランドとの間のシナジーを一

層推進するため、同社を吸収合併することといたしました。

 

（３）当該吸収合併の方法、吸収合併に係る割当ての内容その他の吸収合併契約の内容

①　吸収合併の方法
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　当社を存続会社、株式会社BLOOMを消滅会社とする吸収合併方式で、株式会社BLOOMは解散いたします。また、本合併

は、当社においては会社法第796条第２項の規定に基づく簡易合併であり、株式会社BLOOMにおいては会社法第784条第

１項の規定に基づく略式合併であるため、いずれも合併契約承認の株主総会決議を経ず行います。

②　吸収合併に係る割当ての内容

　当社は、株式会社BLOOMの発行済株式の全てを所有しているため、本合併による株式、金銭その他の財産の交付及び

割当てはありません。

③　その他の吸収合併契約の内容

　合併契約書の内容は、後記のとおりであります。

 

（４）吸収合併に係る割当ての内容の算定根拠

　該当事項はありません。

 

（５）当該吸収合併の後の吸収合併存続会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の

額、総資産の額及び事業の内容

商号 As-meエステール株式会社

本店の所在地 東京都港区虎ノ門四丁目3番13号

代表者の氏名 代表取締役社長　　丸山 雅史

資本金 1,571百万円

純資産の額 現時点では確定しておりません。

総資産の額 現時点では確定しておりません。

事業内容 宝飾品の製造販売

 

（６）合併契約書の内容は次の通りであります。

 

吸収合併契約書

 

As-meエステール株式会社（以下「甲」という。）と株式会社BLOOM（以下「乙」という。）は、平成３０年１月１５日付

で、以下のとおり吸収合併契約（以下「本契約」という。）を締結する。

 

第１条（合併の方法）

甲及び乙は、甲を吸収合併存続会社、乙を吸収合併消滅会社として、吸収合併（以下「本合併」という。）をする。

 

第２条（商号及び住所）

甲及び乙の商号及び住所は、次の各号に定めるとおりである。

（１）甲（吸収合併存続会社）

　　　　　商号　As-meエステール株式会社

　　　　　住所　東京都港区虎ノ門四丁目３番１３号

（２）乙（吸収合併消滅会社）

　　　　　商号　株式会社BLOOM

　　　　　住所　東京都港区虎ノ門四丁目３番１３号

 

第３条（本合併に際して交付する金銭等に関する事項）

甲は乙の発行済み株式の全部を有する完全親会社であることから、甲は、本合併に際して、乙の株主に対して、その有す

る株式に代わる金銭等を交付しない。

 

第４条（効力発生日）

本合併がその効力を生ずる日（以下「効力発生日」という。）は、平成３０年３月１日とする。ただし、本合併の手続の

進行上の必要性その他の事由により必要な場合には、甲及び乙が協議し合意の上、これを変更することができる。

 

第５条（簡易合併、略式合併）

１．甲は、会社法第７９６条第２項に基づき、本契約について同法第７９５条第１項に定める株主総会の決議を得ること

なく本合併を行なうものとする。ただし、法令の定めにより株主総会の決議による承認を受けなければならないときはこ

の限りでない。
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２．乙は、会社法第７８４条第１項に基づき、本契約について同法第７８３条第１項に定める株主総会の決議を得ること

なく本合併を行なうものとする。

 

第６条（会社財産の引継）

１．乙は、平成２９年３月３１日現在の貸借対照表、その他同日現在の計算書類を基礎とし、これに効力発生日に至るま

での増減を加除した資産、負債その他の権利義務の一切を効力発生日において甲に引き継ぎ、甲はこれを承継する。

２.乙は、平成２９年４月１日以降、効力発生日に至る間に生じた資産、負債その他の権利義務の変動について、別に計

算書を作成して、その内容を甲に明示する。

 

第７条（会社財産の管理）

乙は、本契約締結後、効力発生日に至るまで、善良なる管理者の注意をもって各業務を遂行し、かつ、財産の管理を行な

う。

 

第８条（本契約条件の変更及び解除）

本契約締結日から効力発生日に至るまでの間において、天災地変その他の事由によって、甲若しくは乙の財政状態若しく

は経営成績に重大な変動が生じた場合、又は本合併の実行に重大な支障となる事態若しくは著しく困難にする事態が生じ

た場合には、甲及び乙は、相互に協議し合意により、本合併の条件その他本契約の内容を変更し又は本契約を解除するこ

とができる。

 

第９条（本契約の効力）

本契約は、効力発生日の前日までに、第５条第１項ただし書きに定める甲の株主総会の決議による承認が得られなかった

場合（同決議による承認が必要な場合に限る）には、その効力を失う。

 

第１０条（協議事項）

本契約に定める事項のほか、本合併に関し必要な事項は、本契約の趣旨に従って甲及び乙が協議し合意により、これを定

める。

 

本契約締結の証として、本契約書１通を作成し、甲及び乙が記名押印のうえ、甲が１通を保有し、写しを乙が保有する。

 

　平成３０年１月１５日

甲：東京都港区虎ノ門四丁目３番１３号

As-meエステール株式会社

代表取締役　　丸山 雅史

 

乙：東京都港区虎ノ門四丁目３番１３号

株式会社BLOOM

代表取締役　　平野 和良

 

以　上
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